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中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中小企業者等処理費用 軽減 制度担当 宛

申 込 日

申 込 者

法人名等

申 込 者

住 　 所

株主 ・ 出資関係

１  主要株主等の状況

〒

申込者役職

代表者氏名

組織 区分 会社令和　 　  年　 　  月　 　  日

フリ ガナ フ リ ガナ

フリ ガナ

（ 会社として申請する方のみ記入＊会社の方は他企業による 貴社株式の保有又は出資がない場 合でも本欄１～4 記入必 須）

電話番 号 （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ） Ｆ ＡＸ （ 　 　　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　　 　 ）

様式 １（ 会社・ 個人事業主・ 法人及び中小企業団体用）

中　 小　 企　 業　 者　 等　 軽　 減　 制　 度　 申　 込　 書
※軽減制度のご申請には、本申込書と添付書類が必要です。

個 人事業主 中小企 業団体 法人

受 　付　 日

受 付 番 号

（ ④～⑥ 欄につ いては ②の分 類を「 中 小」と した場 合のみ 記入く ださい ）【 記入上の注意点】

②の分類「 その他」 は、 組合・ 自治体・

持株 会など「 大 企業・ 中小・ 個人」 の

いずれにも該当しないものになり ます

③の保 有等割合につ いては 大企業者以

外で合計が50 ％を超えるまでご 記入く だ

さい。 欄が足り ない場合は別紙（ 弊社指

定のも のか、 任意でも 可） を 作成のう え

追加記入をお願いいたします

④の業 種分類については該当 する 次の

番号を記入く ださ い

①製造業（ ⑤を 除く ）　 ②卸 売業　 ③サ

ービス業（ ⑥及び⑦を 除く）　 ④小売業

⑤ゴム製品製造業　 ⑥ソフト ウェ ア業又

は情報処理サービス業　 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 ）

①
株主又は出資者

氏名

保有等割合計

２   大 企業 者による貴社 の株式の保有又は出資の有無

３   みなし 大企業者
＊
による貴社の発行済株式の 1 0 0 ％保有又は全額出資による完全支配関係

＊
の有無

４   貴 社と 大企業者との 相互間の発行済株式の 1 0 0 ％保有又は全額出資による完 全支 配関係
＊

の 有無

A  主たる 業種（ 会社及び個 人事業主として 申請する方のみ 記入く ださ い）

①製造業（ ⑤を除く ） ②卸売業 ③サービス業（ ⑥及び⑦を除く ） ④小売業

⑤ゴム製品製造業 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　 　　 　　 ）

事業種 目番号

（ 上欄①～⑧を 選択し 、

右欄へ 記入く ださい ）

売上高（ 百万円） 百万円 百万円 百万円 百万 円

総 売上高

＊発行済株式総数又は出資総額に占める大企業者保有株式又は出資の比率を記入く ださい

＊みなし大企業者とは、１又は2 者以上の大企業者が発行済株式総数又は出資総額の１/2 以上を占めている会社をいいます

＊3･4 の完全支配関係とは発行済株式又は出資（ 自己が有する自己の株式又は出資を除く 。） の全部を直接又は間

  接に保有する関係をいいます

あり（ 保有等割合　　 　　 ％）

②
分類（ 大企業・中

小・ 個人・ その他）

③
保有等

割合（ ％）

④
業　 種

⑤
資本金（ 円）

⑥
従業員数

（ 人）

なし

あり なし

あり なし

業
種

分

類

事

業
の

状
況

右欄よ り 主た る 業種

に該当 する 番号を 選

択し、記入く ださい　

＊直近 の決 算にお いて総 売上高

に占める売上高の割合 の大き い3

事業に ついて 前期決 算の売上高

と事業種目番号を 記入く ださ い

事業規模に係る事項

処理対象物に関する事項

（ 資本金又は出資の総額の欄は会社として 申請する方のみ記入く ださ い）

JESCO使用欄

JESCO 判定

ERCA 回付

確認

ERCA 判定

結果照合

判 定 結 果

通知

備考欄

廃　 棄　 物

分類番号＊
機 器 等 重 量

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

登  録  番  号

（ s . k . t . b .  c.  tb.  tcから始ま

る登録番号を 記入ください）

資

本
金

又
は

出
資
の
総

額

常

時
使

用
す

る

従
業

員
数

円 人

＊下記の廃棄物分類番号
を記入く ださ い

１ ．ト ランス類

２ ．コ ンデンサ類

３ ．PCB油

４ ．安定器

５ ．その他

＊1 行につきPC B廃棄

物を1 台（ 缶）記入してく

ださい

＊欄が足りない場合は別

紙（ 様式任意）を作成のう

え追加記入をお願いいた

します

申込者（ 以下「 甲」という 。）は、中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社（ 以下「 乙」 という 。）に対し て ポリ 塩化ビフェ ニ

ル廃棄物の処理を委託するにあたり 、乙が定める中小企業者等軽減措置の適用を受けたいので、必要な 書類を

添えて申し 込みます。また、申し込みにあたり、甲は以下の事項に同意し ます。

１ ． 乙が定める申込規約（ 裏面）を遵守することに同意します。特に、本申込書記載事項に基づいて 軽減制度の適

用を受けた 後に記載事項に虚偽があることが判明した場合には、当該申込による 軽減額に相当する額の請求に

応じること を確認し、同意します。

２． そ の他乙が軽減措置の適用対象となる 資格の判定を行う ために他当該申込書に記載されていない事項につ

いて照会がある場合には、こ れに応じるこ とに同意し ます。

上記記載事項に相違ありません。

申込者法人名等

申込者役職・代表者氏名 印

ア．製造業（ イを除く ）　　 　イ．ゴム製品製造業

ウ．ソフトウェア業又は情報処理サービス業　 　 エ．旅館業

オ．その他（ 　 　 　 　 　 　）　＊サービス業、卸売業 、小売業は除く

主たる業 種を右欄

のア～オより 選択

し、記入く ださい。

B  主たる業種（ 会 社・ 中小企 業団体を 除く 法人 で、下 記業種に該当 する場 合のみ 記入く ださい 。）

【 一般社団法 人、一般財団法人の場合のみ記入く ださい。】

＊常時 使用する 従業員 数が、1 0 0 人以下の場合は 記入は 不要で す。

非営利型法人の要件に該当するか否か

□該当する　 　 　□該当しない

業
種

分
類

中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社

中小企業者等 処理費用 軽減制 度担当宛

申 込 日

申 込 者

法人名等

申 込 者

住 　 所

株主 ・  出資関係

１  主要株主等の 状況

〒

申込者役職

代表者氏名

組 織 区 分 会社令和　 　  年　 　  月　 　  日

フリ ガナ フリ ガナ

フリ ガ ナ

（ 会社とし て申請する方 のみ記入＊会社の方は他企業による貴社株式の保有又は出資がない場合でも本欄１～4 記入必須）

電話 番号 （ 　 　 　    ） － （ 　 　　 　 ） － （ 　 　 　 　 ） ＦＡＸ （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ）

様式 １ （ 会社・ 個人事業主・ 法人及び中小企業団体用）

中　 小　 企　 業　 者　 等　 軽　 減　 制　 度　 申　 込　 書
※軽減制度のご申請には、 本申込書と添付書類が必要です。

個人事業主 中小企業団体 法 人

受　 付 　 日

受 付 番 号

（ ④～⑥ 欄につ いて は ②の 分 類を「 中小」 とした 場合のみ記入く ださ い）【 記入上の注意点】

②の分類「 その他」 は、 組合・ 自治体・

持株 会など「 大企業・ 中小・ 個人」 の

いずれにも該当しないものになり ます

③の 保有等割合については大企業者以

外で合計が 5 0％を超えるまでご 記入く だ

さい。 欄が足りない場合は別紙（ 弊 社指

定のも のか、 任意でも可） を作成のうえ

追加記入をお願いいたし ます

④の 業種分類については該 当する 次の

番号を 記入く ださ い

①製 造業（ ⑤を 除く ）　 ②卸 売業　 ③サ

ービス業（ ⑥及び⑦を除く ）　 ④小売業

⑤ゴ ム製品製造業　 ⑥ソフト ウェ ア業又

は情報処理サービス業　 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ）

①
株主又は出資者

氏名

保有等割合計

２   大企業者による貴社の株 式の保有又は出資の有無

３   みなし大 企業 者
＊
による貴 社の発行済株式の 1 0 0 ％ 保有又は全額出資による完全支配関係

＊
の有無

４   貴社と 大企業者と の相互 間の発行済株式 の 1 00 ％保有 又は全額出資による完全支配関 係
＊

の有無

A  主たる業 種（ 会社 及び個人事 業主とし て 申請する 方のみ記入く ださ い）

①製造業（ ⑤を除く ） ②卸売業 ③サービス業（ ⑥及び⑦を除く ） ④小売業

⑤ゴム製品製造業 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　　 　　 　 ）

事業 種 目番 号

（ 上欄 ① ～⑧を 選択し 、

右欄 へ 記入く ださ い ）

売上高（ 百万円） 百万円 百万 円 百万円 百万円

総売上 高

＊発行済株式総数又は出資総額に占める大企業者保有株式又は出資の比率を記入く ださい

＊みなし 大企業者とは、１又は2 者以上の大企業者が発行済株式総数又は出資総額の１/2 以上を占めている会社をいいます

＊3 ･4 の完全支配関係と は発行済株式又は出資（ 自己が有する自己の株式又は出資を除く 。） の全部を直接又は間

  接に保有する関係をいいます

あり（ 保有等割合　 　 　　 ％）

②
分類（ 大企業・中

小・ 個人・その他）

③
保有等

割合（ ％）

④
業　 種

⑤
資本金（ 円）

⑥
従業員数

（ 人）

なし

あり なし

あり なし

業
種

分

類

事

業
の

状
況

右 欄よ り 主たる 業種

に 該当 する番 号 を選

択し、記 入く ださ い　

＊直 近 の決 算におい て総 売上高

に占める売上 高の割 合の大き い3

事業 について 前期決 算の 売 上高

と事 業種目番号を 記入ください

事業規模に係る事項

処理対象物に関する事項

（ 資本金又は出資の総額の欄は会社とし て申請する 方のみ記入く ださ い）

JESCO使用欄

JESCO判定

ERCA回付

確認

ERCA判定

結果照合

判 定 結果

通知

備考欄

廃　 棄　物

分類番号＊
機 器 等 重 量

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

登  録  番  号

（ s. k.  t. b . c.  tb .  tcから始ま

る 登録番号を記入く ださ い）

資

本
金

又
は

出
資
の
総

額

常

時
使

用
す

る

従
業

員
数

円 人

＊下記の廃棄物分類番号
を記入く ださい

１． ト ランス類

２． コンデンサ類

３． PCB油

４． 安定器

５． その他

＊1 行につきPC B廃棄

物を1 台（ 缶）記入してく

ださ い

＊欄が足り ない場合は別

紙（ 様式任意）を作成のう

え追加記入をお願いいた

します

申込者（ 以下「 甲」と いう 。）は、中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社（ 以下「 乙」と いう 。） に対し てポリ塩化ビフェニ

ル廃棄物の処理を委託するにあたり、乙が定める中小企業者等軽減措置の適用を受けたいので、必要な書類を

添えて申し込みます。また、申し込みにあたり、甲は以下の事項に同意します。

１ ． 乙が定める申込規約（ 裏面）を遵守すること に同意します。特に、本申込書記載事項に基づいて 軽減制度の適

用を受けた後に記載事項に虚偽があるこ とが判明し た場合には、当該申込による軽減額に相当する額の請求に

応じることを 確認し 、同意します。

２ ． その他乙が軽減措置の適用対象とな る資格の判定を行うた めに他当該申込書に記載されていない事項につ

いて照会がある場合には、こ れに応じるこ とに同意し ます。

上記記載事項に相違ありません。

申込者法人名等

申込者役職・ 代表者氏名 印

ア．製造業（ イを除く ）　 　 　イ．ゴム製品製造業

ウ．ソフトウェア業又は情報処理サービス業　 　 エ．旅館業

オ．その他（ 　 　　 　 　　 ）　＊サービス業、卸売 業、小売業は除く

主たる 業種を 右 欄

のア～オより 選択

し、記 入く ださ い。

B  主たる業種（ 会社・ 中 小企業 団体 を 除く 法 人で、下 記業 種 に該 当 する 場合の み 記入く ださ い 。）

【 一 般社団 法人、一般財団法人の場合のみ記入く ださい 。】

＊常時 使用す る 従業 員 数が 、1 00 人 以下 の 場合 は記入 は 不要 で す。

非営利型法人の要件に該当するか否か

□該当する　　 　 □該当しない

業
種

分
類

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中 小企業者等処理 費用軽減制 度担 当宛

申 込 日

申 込 者

法人名等

申 込 者

住 　 所

株主 ・  出資関係

１  主要株主等 の状 況

〒

申込者役職

代表者氏名

組 織 区 分 会社令和　 　  年　 　  月　 　  日

フ リガナ フリ ガナ

フリ ガナ

（ 会社として申請する 方のみ記入＊会社の方は他企業による貴社株式の保有又は出資がない場合でも 本欄１～4 記入必須）

電話番号 （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ） ＦＡＸ  （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ）

様式 １（ 会社・ 個人事業主・ 法人及び中小企業団体用）

中　 小　 企　 業　 者　 等　 軽　 減　 制　 度　 申　 込　 書
※軽減制度のご申請には、 本申込書と添付書類が必要です。

個人 事業 主 中小企 業団体 法人

受　 付　 日

受 付 番 号

（ ④～⑥欄につ いては ②の分類を「 中小」とし た場合の み記入く ださ い）【 記入上の注意点】

②の分類「 その他」 は、 組合・ 自治体・

持株会など 「 大企 業・ 中小・ 個 人」 の

いずれにも該当しないものになります

③の保有等割合については大企業 者以

外で合計が 5 0％を 超えるま でご記入く だ

さい。 欄が足り ない 場合は別紙（ 弊社指

定のものか、 任意でも可） を作成のうえ

追加記入を お願いいたしま す

④の業種分 類につ いては該 当す る 次の

番号を記入く ださい

①製造業（ ⑤を除く ）　 ②卸売業　 ③サ

ービ ス業（ ⑥及び⑦を除く ）　 ④小売業

⑤ゴ ム製品製造業　 ⑥ソフト ウェア業又

は情報処理サービス業　 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　）

①
株主又は出資者

氏名

保有等割合計

２   大企業者による 貴社の株式の保有又は出資の有無

３   みなし 大企 業者
＊
によ る貴社の発行済 株式 の 1 0 0 ％保有又は全額出資による 完全 支配関係

＊
の有無

４   貴社と 大企業者との相互間の発行済株式の 1 0 0 ％保有又は 全額出資による 完全支配関係
＊

の有無

A   主た る業種 （ 会 社及び個人事業主と し て申請する方のみ記入く だ さい）

①製造業（ ⑤を除く ） ②卸売業 ③サービス業（ ⑥及び⑦を除く ） ④小売業

⑤ゴム製品製造業 ⑥ソフト ウェア業又は情報処理サービス業 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　 　　 　　 ）

事業 種目番 号

（ 上欄①～⑧を 選択し 、

右欄へ 記入く だ さい）

売上高（ 百万円） 百万円 百万円 百万円 百万円

総売 上高

＊発行済株式総数又は出資総額に占める大企業者保有株式又は出資の比率を記入く ださい

＊みなし大企業者とは、１又は2 者以上の大企業者が発行済株式総数又は出資総額の１/2 以上を占めている会社をいいます

＊3 ･4 の完全支配関係とは発行済株式又は出資（ 自己が有する自己の株式又は出資を除く 。） の全部を直接又は間

  接に保有する関係をいいます

あり（ 保有等割合　　 　 　％）

②
分類（ 大企業・中

小・ 個人・ その他）

③
保有等

割合（ ％）

④
業　種

⑤
資本金（ 円）

⑥
従業員数

（ 人）

なし

あり なし

あり なし

業
種

分

類

事

業
の

状
況

右 欄よ り 主 たる業 種

に該 当する 番号を 選

択し 、記入く ださい 　

＊直近の 決算に おいて 総売上 高

に占める 売上高の割合の大き い 3

事 業に ついて前 期決算 の売上 高

と 事業種目番号を記入く ださい

事業規模に係る 事項

処理対象物に関する事項

（ 資本金又は出資の総額の欄は会社として 申請する方のみ記入く ださい）

JESCO使用欄

JESCO判定

E RCA回付

確認

E RCA判定

結果照合

判 定 結 果

通知

備考欄

廃　 棄　 物

分類番号＊
機 器 等 重 量

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

登  録  番  号

（ s . k . t.  b .  c . tb. tcから始ま

る 登録番号を 記入く ださい）

資

本
金

又
は

出
資
の
総

額

常

時
使

用
す

る

従
業

員
数

円 人

＊下記の廃棄物分類番号
を記入く ださ い

１ ．ト ランス類

２ ．コ ンデンサ類

３ ．PCB油

４ ．安定器

５ ．その他

＊1 行につきP CB 廃棄

物を1 台（ 缶）記入してく

ださい

＊欄が足りない場合は別

紙（ 様式任意）を作成のう

え追加記入をお願いいた

します

申込者（ 以下「 甲」 と いう 。）は、中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社（ 以下「 乙」 という 。）に対し てポリ塩化ビフ ェニ

ル廃棄物の処理を委託するにあたり 、乙が定める中小企業者等軽減措置の適用を受けたいので 、必要な書類を

添えて申し込みます。また 、申し 込みにあたり、甲は以下の事項に同意し ます。

１ ． 乙が定める申込規約（ 裏面）を遵守することに同意します。特に、本申込書記載事項に基づいて軽減制度の適

用を受けた後に記載事項に虚偽があること が判明し た場合には、当該申込による軽減額に相当する額の請求に

応じ るこ と を確認し 、同意します。

２． その他乙が軽減措置の適用対象と なる資格の判定を行う ために他当該申込書に記載さ れていない事項につ

いて 照会がある場合には、これに応じ るこ とに同意します。

上記記載事項に相違ありません。

申込者法人名等

申込者役職・ 代表者氏名 印

ア．製造業（ イを除く ）　 　 　 イ．ゴム製品製造業

ウ．ソフトウェア業又は情報処理サービス業　 　エ．旅館業

オ．その他（ 　 　 　　 　 　）　＊サービス業、卸 売業、小売業は除く

主たる業 種を右欄

のア～オより 選択

し 、記入く ださい 。

B  主た る業種（ 会 社・中小 企業団 体を 除く 法人 で、下 記業種 に該当 する 場合の み記入 く ださ い。）

【 一般社団法人、一般財団法人の場合の み記入く ださい。】

＊常 時使 用 する 従 業員 数 が、1 0 0人以 下の場 合は記 入は不 要です。

非営利型法人の要件に該当するか否か

□該当する　　 　 □該当しない

業
種

分
類

中間貯蔵・環境安全事業株式会社

中小企 業者 等処理費用 軽減制度担当宛

申 込 日

申 込 者

法人名等

申 込 者

住 　 所

株主 ・ 出資関係

１  主要株主等の状況

〒

申込者役職

代表者氏名

組織 区 分 会社令和　 　  年　 　  月　 　  日

フ リガナ フ リ ガナ

フリ ガナ

（ 会社とし て申請する方のみ記入＊会社の方は他企業によ る貴社株式の保有又は出資がない場合でも本欄１～4 記入必須 ）

電話番号 （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ） ＦＡＸ  （ 　 　 　    ） － （ 　 　　 　 ） － （ 　 　 　 　 ）

様式 １（ 会社・ 個人事業主・ 法人及び中小企業団体用）

中　 小　 企　 業　 者　 等　 軽　 減　 制　 度　 申　 込　 書
※軽減制度のご申請には、 本申込書と添付書類が必要です。

個 人事業 主 中小企 業団体 法人

受　 付　 日

受 付 番 号

（ ④～⑥欄につ いては ②の分 類を「 中小」とした 場 合の み 記入く ださい ）【 記入上の注意点】

②の分類「 その他」 は、組合・ 自治体・

持株 会など 「 大企業・ 中小・ 個人」 の

いずれにも該当しないものになります

③の保 有等割 合につ いては 大企業 者以

外で合計が5 0 ％を超えるま でご記入く だ

さい。 欄が足り ない場合は別紙（ 弊社指

定のも のか、 任 意でも可） を 作成のう え

追加記入をお願いいたします

④の業 種分 類については該当する 次の

番号を 記入く ださい

①製 造業（ ⑤を除く ）　 ②卸 売業　 ③サ

ービ ス業（ ⑥及び⑦を 除く ）　 ④小売業

⑤ゴ ム製品製造業　 ⑥ソフト ウェア業又

は情報処理サービス業　 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 ）

①
株主又は出資者

氏名

保有等割合計

２   大企業者による貴社の株式の保有又は出 資の有無

３   みなし 大企業者
＊
による貴社の 発行済株式の 1 0 0 ％保有又は全額出 資による 完全支配関係

＊
の有無

４   貴社と 大企業者と の相互間の発行済株式の 1 0 0 ％保有又は全額出資による完 全支配関係
＊

の有無

A  主たる業種（ 会社及び個人事業主とし て 申請 する 方のみ 記入く ださ い）

①製造業（ ⑤を除く ） ②卸売業 ③サービス業（ ⑥及び⑦を除く ） ④小売業

⑤ゴム製品製造業 ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業 ⑦旅館業

⑧その他（ 　 　　 　 　　 ）

事業種目番号

（ 上欄 ①～⑧ を 選択し 、

右欄へ 記入く ださい ）

売上高（ 百万円） 百万円 百万円 百万円 百万円

総売上高

＊発行済株式総数又は出資総額に占める大企業者保有株式又は出資の比率を記入く ださい

＊みなし大企業者とは、１又は2 者以上の大企業者が発行済株式総数又は出資総額の１/2 以上を占めている会社をいいます

＊3･4 の完全支配関係とは発行済株式又は出資（ 自己が有する自己の株式又は出資を除く 。） の全部を直接又は間

  接に保有する関係をいいます

あり（ 保有等割合　 　 　 　 ％）

②
分類（ 大企業・ 中

小・個人・ その他）

③
保有等

割合（％）

④
業　種

⑤
資本金（ 円）

⑥
従業員数

（ 人）

なし

あり なし

あり なし

業
種

分

類

事

業
の

状
況

右 欄より 主たる 業種

に該当す る 番号 を 選

択し、記入く ださ い　

＊直近 の決算 におい て総売 上高

に占める売上高の割合の大き い3

事 業について前期決算の売 上高

と 事業種目番号を記入く ださ い

事業規模に係る事項

処理対象物に関する事項

（ 資本金又は出資の総額の欄は会社とし て申請する方のみ記入く ださ い）

JESCO使用欄

JESCO判定

ERCA 回付

確認

ERCA 判定

結果照合

判定 結 果

通知

備考欄

廃　 棄　 物

分類番号＊
機 器 等 重 量

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

登  録  番  号

（ s. k . t.  b . c . tb . tcから 始ま

る 登録番号を 記入く ださい）

資

本
金

又
は

出
資
の
総

額

常

時
使

用
す

る

従
業

員
数

円 人

＊下記の廃棄物分類番号
を記入ください

１ ．ト ランス類

２ ．コ ンデンサ類

３ ．PCB油

４ ．安定器

５ ．その他

＊1 行につきPCB廃棄

物を1 台（ 缶）記入してく

ださい

＊欄が足りない場合は別

紙（ 様式任意）を作成のう

え追加記入をお願いいた

します

申込者（ 以下「 甲」 という 。）は、中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社（ 以下「 乙」 という。）に対し てポリ 塩化ビフェ ニ

ル廃棄物の処理を委託するにあたり、乙が定める中小企業者等軽減措置の適用を受けたいので、必要な書類を

添えて申し 込みます。また、申し 込みにあたり、甲は以下の事項に同意します。

１ ． 乙が定める申込規約（ 裏面）を遵守すること に同意します。特に、本申込書記載事項に基づいて 軽減制度の適

用を受けた後に記載事項に虚偽があるこ とが判明し た場合には、当該申込による 軽減額に相当する額の請求に

応じ ること を確認し 、同意し ます。

２． その他乙が軽減措置の適用対象となる資格の判定を行うた めに他当該申込書に記載さ れていない事項につ

いて 照会がある場合には、こ れに応じるこ とに同意し ます。

上記記載事項に相違ありません。

申込者法人名等

申込者役職・ 代表者氏名 印

ア．製造業（ イを除く ）　 　 　イ．ゴム製品製造業

ウ．ソフトウェア業又は情報処理サービス業　 　エ．旅館業

オ．その他（ 　 　　 　 　　 ）　＊サービス業、卸売業、小 売業は除く

主たる 業種を右欄

のア～オよ り選 択

し、記入く ださ い。

B  主たる業種（ 会社・ 中 小企業 団体を 除く 法 人で、下 記業種 に該 当 する 場 合の み 記入く ださ い 。）

【 一般社団法人、一 般財団法人の場合のみ記入く ださい。】

＊常 時使用する 従 業員数が、1 0 0 人 以下の 場合は 記入は 不要で す。

非営利型法人の要件に該当するか否か

□該当する　 　 　□該当しない

業
種

分
類

ဎ ᡂ ・上

棄 類

記入

業 ・
・ί ಮί ・・ ・ ・

下

加

な

を

式

ဎ ᡂ ・は

な

b . .

物・
 

記

・ί ಮί
部

・・ます ・ ・足

記

意

缶

ဎ ᡂ ・ 分・
・ί ಮί ・・

　 　 　） ・ ・1

入

事業

ဎ ᡂ ・. t t

類

 

・」

k

・・式ί ಮί ・ ・ ・
株式

中間貯蔵・ 環境安全事業株式会社

中小企 業者等処 理費用 軽減制度 担当宛

申 込 日

申 込 者

氏　 　 名

申 込 者
住 　 所

前保管者の名称

前保管者の住所

解散・

廃業の時期

前保管者からポリ

塩化ビフェニル廃棄

物を承継した時期

前保管者が解散又は廃業し 、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を承継する方のみ記入く ださい

〒

令和　 　  年　 　  月　 　  日

フリ ガナ

フリ ガナ

フ リガナ

電話番号 （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ） ＦＡＸ  （ 　 　 　    ） － （ 　 　 　 　 ） － （ 　 　 　 　 ）

様式 2（ 個人用）

中　 小　 企　 業　 者　 等　 軽　 減　 制　 度　 申　 込　 書
※軽減制度のご申請には、 本申込書と添付書類が必要です。

受　 付　 日

受 付 番 号

ポリ 塩化ビフェ ニル廃棄物を 個人で保管することとなった理由

処理対象物に関する事項
JESCO使用欄

JESCO判定

ERCA回付
確認

ERCA判定

結果照合

判 定 結 果

通知

備考欄

廃　 棄　 物

分類番号＊
機 器 等 重 量

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

Ｋｇ

登  録  番  号

（ s.  k .  t. b . c .  tb .  tcから始ま

る登録番号を記入く ださ い）

申込者（ 以下「 甲」 という 。）は、中間貯蔵・ 環境安 全事 業株式会社（ 以下「 乙」と いう 。） に対し てポリ塩化ビ

フェ ニ ル廃棄物 の処理を委 託す るに あたり 、乙が定める中 小企業者等軽減 措置の適用を 受けた いので、

必要な 書類を添えて 申し込みます 。ま た 、申し 込みにあたり 、甲は 以下の事項に同 意します。

１ ． 乙が定める申込規約（ 裏 面）を 遵守する こと に同意しま す。特に、本申込書記載事項に基づいて軽減制

度の適用を 受け た後に記載 事項 に虚偽があるこ とが判明し た場 合には、当該申込による 軽減額に相当す

る額の請求 に応じ るこ とを 確認し 、同意しま す。

２ ． そ の他乙が軽 減措置の 適用 対象と なる 資格 の判定を行う ために他 当該申込書に記載さ れていな い事

項について 照会がある 場合には 、これ に応じ るこ とに同意し ます 。

上記記載事項に相違ありません。

申込者氏名 印

フ リガナ

昭和

平成

令和

年　 　月　　 日

昭和

平成

令和

年　 　 月　 　日

＊下記の廃棄物分類番号

を記入く ださい

１． ト ランス類

２． コンデンサ類

３． PCB油

４． 安定器

５． その他

＊１ 行につきPCB廃棄

物を１台（ 缶）記入してく

ださい

＊欄が足り ない場合は別

紙（ 様式任意）を作成のう

え追加記入をお願いいた

しますဎ 入

ᡂ ・・
１

・・ί ಮ ・ ᾁ ὸ・ ・

個人等



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込者法人名等                                            

  

申込者役職・代表者氏名                                 印    

申 込 日 令和   年   月   日 組 織 区 分 ☐会社 ☐個人事業主 ☐ 中小企業団体 ☐法人 
 

申 込 者 
法 人 名 等 

フリガナ  
申込者 役職 
代表者 氏名 

フリガナ  

  

申 込 者 
住 所 

〒    -     
 

フリガナ  

  
                           

株主・出資関係（会社として申請する方のみ記入＊会社の方は他企業による貴社株式の保有又は出資がない場合でも本欄１～4 記入必須） 
１主要株主等の状況 （④～⑥欄については②の分類を「中小」とした場合のみ記入ください） 【記入上の注意点】 

②の分類「その他」は、組合・自治体・持株
会など「大企業・中小・個人」のいずれにも該
当しないものになります 

③の保有等割合については大企業者以外
で合計が 5 0 ％を超えるまでご記入くださ
い。欄が足りない場合は別紙（弊社指定のも
のか、任意でも可）を作成のうえ追加記入を
お願いいたします 

④の業種分類については該当する次の番
号を記入ください  
①製造業（⑤を除く） ②卸売業 ③サービス
業（⑥及び⑦を除く） ④小売業 
⑤ゴム製品製造業 ⑥ソフトウェア業又は情
報処理サービス業 ⑦旅館業 
⑧その他（        ） 

① 
株主又は出資者 
氏名 

② 
分類（大企業・中 
小・個人・その他） 

③ 
保有等 
割合（%） 

 ④ 
 業 種 
 

 ⑤ 
 資本金（円） 
 

 ⑥ 
従業員数 
（人） 

      

      

      

      

      

保有等割合計      

２ 大企業者による貴社の株式の保有又は出資の有無 
＊発行済株式総数又は出資総額に占める大企業者保有株式又は出資の比率を記入ください 

☐あり（保有等割合   ％）   なし☐ 
３ みなし大企業者＊による貴社の発行済株式の 100％保有又は全額出資による完全支配関係＊の有無  
＊みなし大企業者とは、１又は 2 者以上の大企業者が発行済株式総数又は出資総額の１/2 以上を占めている会社をいいます 

＊３ ･４の完全支配関係とは発行済株式又は出資（自己が有する自己の株式又は出資を除く。）の全部を直接又は間接に保有する関係
をいいます 

☐あり         なし☐ 
４ 貴社と大企業者との相互間の発行済株式の 100%保有又は全額出資による完全支配関係＊の有無  
☐あり         なし☐ 

 
Ａ主たる業種（会社及び個人事業主として申請する方のみ記入ください） 

業
種
分
類 

右欄より主たる業種 
に該当する番号を選 
択し、記入ください 

①製造業（⑤を除く） ②卸売業  ③サービス業（⑥及び⑦を除く） ④小売業 

⑤ゴム製品製造業  ⑥ソフトウェア業又は情報処理サービス業  ⑦旅館業 

⑧その他（                        ） 

事
業
䧸
状
況 

＊直近の決算において総売上高

に占める売上高の割合の大きい３
事業について前期決算の売上高

と事業種目番号を記入ください 

事業種目番号 

（上欄①～⑧を選択し、  

 右欄へ記入ください） 

   
総売上高 

売上高 （百万円） 百万円 百万円 百万円 百万円 

Ｂ 主たる業種（会社・中小企業団体を除く法人で、下記業種に該当する場合のみ記入ください。） 
＊常時使用する従業員数が、100 人以下の場合は記入は不要です。 

業
種
分
類 

主たる業種を右欄   

のア～オより選択し、 

記入ください 

ア．製造業（イを除く） イ．ゴム製品製造業 

ウ．ソフトウェア業又は情報処理サービス業 エ．旅館業 

オ．その他（ ） ＊サービス業、卸売業、小売業は除く 

非営利型法人の要件に該当するか否か 【一般社団法人、一般財団法人の場合のみ記入ください。】 

☐該当する   ☐該当しない 
 

事業規模に係る事項（資本金又は出資の総額の欄は会社として申請する方のみ記入ください） 

資
本
金
又
䧹 

出
資
䧸
総
額 

               円 

常
時
使
用
す 

䨔
従
業
員
数 

                人 

 

処理対象物に関する事項  JESCO使用欄 

廃 棄 物 

分 類 番 号 ＊ 

登 録 番 号 

(s,k, t,c,tc,ek,ec から始ま
る登録番号を記入くださ
い) 

機 器 等 重 量 
＊下記の廃棄物分類番号

を記入ください  

１．トランス類 

２．コンデンサ類 

３．P C B 油 

４．安定器 

５．その他 

＊1 行につき P C B 廃棄

物を 1 台（缶）記入してくだ

さい 

＊欄が足りない 場合は別

紙（様式任意）を作成のうえ

追加記入をお願いいたしま

す 

JESCO判定  

ERCA回付 
確認 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ ERCA判定 
結果照合 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ 判 定 結 果 
通知 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ 
備考欄  

  Ｋｇ 

 

   

 



中小企業者等軽減制度申込規約 

 

第１条（総則） 

中小企業者等軽減制度（以下「本制度」といいます。）は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「当社」といいます。）が独立行政法人環境再生保全機構

（以下「機構」といいます。）から交付されるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金（以下「基金」といいます。）及び国から交付される施設整備費国庫

補助金（以下「国庫補助金」といいます。）により、中小企業者等のポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」といいます。）処理費用の負担の軽減

を図るものであり、本制度に基づく軽減措置（以下「軽減措置」といいます。）は、次の各項に定める契約に適用することとします。また、本制度について

は、本規約によるほか、機構が定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金交付要綱」（以下「交付要綱」といいます。）及び当社が定めた「ポリ塩化

ビフェニル廃棄物処理基金交付要綱第４条第１項第１号事業実施要領」（以下「実施要領」といいます。）の定めるところによります。 

１．申込に基づき次条各項に該当するものと認められたＰＣＢ廃棄物保管者又は当該ＰＣＢ廃棄物保管者が排出する一般廃棄物であるＰＣＢ廃棄物を処理

しようとする市町村（以下「保管者等」といいます。）と当社との間で締結するＰＣＢ廃棄物処理委託契約（以下「契約」といいます。） 

２．保管者等と当社で処分を行う廃棄物に関する収集運搬を請け負う収集運搬事業者との収集運搬契約及び漏えい防止措置契約（以下「収運契約」といい  

ます。） 

 

第２条（軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物保管者の範囲） 

 軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物保管者の範囲は、以下のとおりとします。 

 

１．表において主たる業種毎に定められる基準を満たす会社又は個人（ただし、１又は２者以上の大企業者（表の基準を満たさない会社をいいます。）が、当 

該会社の発行済株式総数又は出資の総額の２分の１以上を占めている会社（本制度においては、みなし大企業者として取り扱います。）及びその者との間に 

その者による完全支配関係（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第４条の２に規定する完全支配関係をいう。）がある者並びに大企業者との間に当該中小 

企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除きます。） 

 

 表（中小企業者の業種別基準） 

主たる業種 会社 個人 参考：日本標準産業分類における対応業種※ 

①製造業 資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

大分類 E（製造業）中分類 09 から 32(⑤に掲げるものを除く。) 

②卸売業 資本金又は出資の総額が 1億円

以下又は常時使用する従業員数

が 100 人以下 

常時使用する従業

員数が 100 人以下 

大分類 I（卸売業・小売業）中分類 50 から 55 まで 

③サービス業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 100 人以下 

常時使用する従業

員数が 100 人以下 

大分類 G（情報通信業）の中分類 38（放送業）及び 39（情報サービス

業。ただし、⑥に掲げるものを除く。）並びに小分類 411（映像情報制

作・配給業）、412（音声情報制作業）、415（広告制作業）、416（映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業） 

大分類 K（不動産業、物品賃貸業）の小分類 693（駐車場業）及び中分類

70（物品賃貸業） 

大分類 L（学術研究、専門、技術サービス業） 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 75（宿泊業。ただし、➆

に掲げるものを除く。） 

大分類 N（生活関連サービス業、娯楽業）※ただし、小分類 791（旅行

業）を除く。 

大分類 O（教育、学習支援業） 

大分類 P（医療、福祉） 

大分類 Q（複合サービス事業） 

大分類 R（サービス業（他に分類されないもの））宗教等 

④小売業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 50 人以下 

常時使用する従業

員数が 50 人以下 

大分類 I（卸売業、小売業）の中分類 56 から 61 まで 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 76（飲食店）及び 77（持

ち帰り・配達飲食サービス業） 

⑤ゴム製品製造

業 

資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 900 人以下 

常時使用する従業

員数が 900 人以下 

大分類 E（製造業）の中分類 19（ゴム製品製造業）※ただし、自動車又

は航空機用タイヤ・チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

⑥ソフトウェア

業又は情報処

理サービス業 

資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

大分類 G（情報通信業）の中分類 39（情報サービス業）の小分類 391

（ソフトウェア業）及び小分類 392（情報処理・提供サービス業）の細

分類 3921（情報処理サービス業） 

⑦旅館業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 200 人以下 

常時使用する従業

員数が 200 人以下 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 75（宿泊業）の小分類

751（旅館、ホテル） 

⑧その他 資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

上記以外の全て 

※総務省統計局日本標準産業分類（H25.10 改訂）https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

２．次のいずれかに該当する中小企業団体等 

ア 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組 

合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

イ 特別の法律によって設立された組合又は連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が前項に該当する者であるもの（アに掲  

げるものを除きます。） 

３． 次のいずれかに該当する法人（会社・中小企業団体を除きます。） 

ア 常時使用する従業員の数が１００人以下の法人 

イ 常時使用する従業員の数が、第２条第１項の表において主たる業種毎に定められる基準を満たす法人 

 （設立根拠法がある法人の場合、主たる業種は当該設立根拠法に定めるところによるものとします。） 

４．ＰＣＢ廃棄物を保管している個人（個人で事業を営んでいる者は除きます。） 

 

第３条（軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物の範囲） 

 軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物の範囲は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６５号。以下「特別

措置法」といいます。）第２条第１項に規定するＰＣＢ廃棄物のうち、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令（平成１６年環境省令第１１号）第２６条

第１号の表に掲げるものを除いたものとします。 

 

第４条（軽減率等） 

１．基金及び国庫補助金により軽減される処分費用の総額は、以下により算出されるものとします。なお、算定にあたっては、１円未満の額は切り捨てて計

算するものとします。 

ア 基金：第２条第１項、第２項又は第３項に規定する者（清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事

業者に該当しない者を除きます。）（ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に定める計画的処理完了期限内に、本制度の申込が完了した者、北

九州・大阪・豊田事業対象地域において保管するその高濃度ＰＣＢ廃棄物である安定器及び汚染物等に係る情報の登録を当社に行った者又は環境省地方

環境事務所に提出された継続保管物調査票における保管事業者等（以下「期限内申込者等」といいます。）に限ります。）にあっては、当社の処理料金表

に基づいて算出された額に１００分の２６を乗じて得た額 

イ 基金：第２条第１項、第２項若しくは第３項に規定する者のうち、清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人若しくは第２条第４項に規定する者  

（ただし、期限内申込者等に限ります。）、又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業者に該当しない者にあっては、当社の処理料金表に基づいて 

算出された額に１００分の５１を乗じて得た額 

ウ 国庫補助金：第２条に規定する者にあっては、当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の４４を乗じて得た額 

 

２．基金により軽減される収集運搬費用及び漏えい防止費用（以下「収集運搬費用等」という。）の総額は以下により算出されるものとします。なお、算定に 

あたっては、１円未満の額は切り捨てて計算するものとします。 

ア 基金：第２条第１項、第２項又は第３項に規定する者（清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業  

者に該当しない者を除きます。）（ただし、期限内申込者等に限ります。）にあっては、収運契約に基づいて算出された額に１００分の７０を乗じて得た額 

イ 基金：第２条第１項、第２項若しくは第３項に規定する者のうち、清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人若しくは第２条第４項に規定する者

（ただし、期限内申込者等に限ります。）、又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業者に該当しない者にあっては、収運契約に基づいて算出された

額に１００分の９５を乗じて得た額  

３．中小企業者等が排出する一般廃棄物であるＰＣＢ廃棄物を処理しようとする市町村が軽減措置の対象となる場合は、基金及び国庫補助金により軽減され

る処分費用の総額並びに基金により軽減される収集運搬費用等の総額は、当該一般廃棄物の排出者が該当する中小企業者等の区分に応じて、第１項又は第

２項の規定により算出されるものとします。 

４．特段の定めがある場合を除き、保管者等は軽減措置の対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこととします。 

５．第１項又は第２項に係る軽減措置を振込みにより行う場合は、予め指定された口座に、助成金から振込手数料を差し引いた額を振り込みます。 

 

第５条（申込の審査） 

 当社は申込を受けた場合には、第２条及び第３条に基づき審査を行い、基金に係る場合は機構の確認を得た上で、その結果を申込者に対して遅滞なく回答

するものとします。なお、申込書、添付書類及びこれらに記載された情報については、審査の目的の他には用いないことを約します。 

 

第６条（申込書に虚偽の記載等があった場合の原状回復措置） 

 本申込書に虚偽又は不正の記載があり、かつこれに基づいて軽減措置の適用の決定がなされた場合には、決定を取り消すこととします。また、この場合に

おいて契約の締結及び契約金額の入金がなされた場合には、契約を解除した上で再度契約締結の意思を確認させていただきます。さらに、この場合において

処分が全て完了しており収集運搬若しくは処理又はその両方に関する助成金の振込が完了している場合には、本制度の適用により軽減された合計額に、契約

金額が入金された日から起算した日数に法定の利息を附した額を請求いたします。 

 

第７条（申込の取下げ） 

 軽減措置の確認結果通知後、保管者等の諸事情により申込を取り下げようとするときは、当社へ連絡するものとします。 

 

第８条（確認結果通知の有効期間） 

中小企業者等軽減制度審査結果の有効期間については、「中小企業者等軽減制度審査結果の通知について（ご回答）」に記載された期日までとします。 

 

第９条（収集運搬費用の軽減措置に基づく助成金支払請求権発生時期及び弁済期と有効期間） 

収集運搬費用の軽減措置に基づくＰＣＢ廃棄物保管者の当社に対する助成金支払請求権（以下「当該債権」といいます）については、同保管者から当社への

ＰＣＢ廃棄物の引き渡し時点である、当社の処理施設へのＰＣＢ廃棄物（各助成金交付申請にかかるもののうちの全て）の搬入をもって発生するものとしま

す。ただし、当該債権の弁済を受けるには、中間処理終了後に、ＰＣＢ廃棄物保管者が当社に対し「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」を提出する必

要があります。また、当該債権の弁済期は、ＰＣＢ廃棄物保管者が提出した「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」の内容確認後に当社が通知する「中

小企業者等軽減制度交付額確定通知書」に記載する時期とします。 

中間処理終了日から 1 年以内に当社に対し「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」を提出しない場合には当該債権は消滅します。 

 

第１０条（その他） 

 上記のほか、本規約に記載の無い事項については、保管者等と当社とが協議してこれを定めるものとします。 

なお、申込等書類に不備があった場合は、電話等により確認の上、当社において修正させていただく場合があります。 

 

附 則 

この規約は、令和４年６月１５日から施行します。 

  

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込者氏名                                   印    

申 込 日 令和   年   月   日 
 

申 込 者 
氏 名 

フリガナ  

 

申 込 者 
住 所 

〒    -     
 

フリガナ  

 

        

 

前保管者が解散又は廃業し 、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を承継する方のみ記入ください 

前保管者の名称 

フリガナ  

 

前保管者の住所 

フリガナ  

 

解散・ 

廃業の時期 

昭和 

平成   年   月   日 

令和 

前保管者からポリ塩

化ビフェニル廃棄物

を承継した時期 

昭和 

平成   年   月   日 

令和 

 

ポリ塩化ビフェニル廃棄物を個人等で保管することとなった理由 

 

処理対象物に関する事項  JESCO使用欄 

廃 棄 物 

分 類 番 号 ＊ 

登 録 番 号 

(s,k,t,b,c, tb,tc,ek,ec から
始まる登録番号を記入く

ださい) 

機 器 等 重 量 
＊下記の廃棄物分類番号

を記入ください  

１．トランス類 

２．コンデンサ類 

３．P C B 油 

４．安定器 

５．その他 

＊1 行につき P C B 廃棄

物を 1 台（缶）記入してくだ

さい 

＊ 欄が足りな い 場 合 は別

紙（様式任意）を作成のうえ

追加記入をお願いいたしま

す 

JESCO判定  

  Ｋｇ ERCA回付 
確認 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ ERCA判定 
結果照合 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ 判定 結果 
通知 

 
  Ｋｇ 

  Ｋｇ 
備考欄 

 

  Ｋｇ  



中小企業者等軽減制度申込規約 

 

第１条（総則） 

中小企業者等軽減制度（以下「本制度」といいます。）は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「当社」といいます。）が独立行政法人環境再生保全機構

（以下「機構」といいます。）から交付されるポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金（以下「基金」といいます。）及び国から交付される施設整備費国庫

補助金（以下「国庫補助金」といいます。）により、中小企業者等のポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」といいます。）処理費用の負担の軽減

を図るものであり、本制度に基づく軽減措置（以下「軽減措置」といいます。）は、次の各項に定める契約に適用することとします。また、本制度について

は、本規約によるほか、機構が定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金助成金交付要綱」（以下「交付要綱」といいます。）及び当社が定めた「ポリ塩化

ビフェニル廃棄物処理基金交付要綱第４条第１項第１号事業実施要領」（以下「実施要領」といいます。）の定めるところによります。 

１．申込に基づき次条各項に該当するものと認められたＰＣＢ廃棄物保管者又は当該ＰＣＢ廃棄物保管者が排出する一般廃棄物であるＰＣＢ廃棄物を処理

しようとする市町村（以下「保管者等」といいます。）と当社との間で締結するＰＣＢ廃棄物処理委託契約（以下「契約」といいます。） 

２．保管者等と当社で処分を行う廃棄物に関する収集運搬を請け負う収集運搬事業者との収集運搬契約及び漏えい防止措置契約（以下「収運契約」といい  

ます。） 

 

第２条（軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物保管者の範囲） 

 軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物保管者の範囲は、以下のとおりとします。 

 

１．表において主たる業種毎に定められる基準を満たす会社又は個人（ただし、１又は２者以上の大企業者（表の基準を満たさない会社をいいます。）が、当 

該会社の発行済株式総数又は出資の総額の２分の１以上を占めている会社（本制度においては、みなし大企業者として取り扱います。）及びその者との間に 

その者による完全支配関係（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第４条の２に規定する完全支配関係をいう。）がある者並びに大企業者との間に当該中小 

企業者又は大企業者による完全支配関係がある者を除きます。） 

 

 表（中小企業者の業種別基準） 

主たる業種 会社 個人 参考：日本標準産業分類における対応業種※ 

①製造業 資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

大分類 E（製造業）中分類 09 から 32(⑤に掲げるものを除く。) 

②卸売業 資本金又は出資の総額が 1億円

以下又は常時使用する従業員数

が 100 人以下 

常時使用する従業

員数が 100 人以下 

大分類 I（卸売業・小売業）中分類 50 から 55 まで 

③サービス業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 100 人以下 

常時使用する従業

員数が 100 人以下 

大分類 G（情報通信業）の中分類 38（放送業）及び 39（情報サービス

業。ただし、⑥に掲げるものを除く。）並びに小分類 411（映像情報制

作・配給業）、412（音声情報制作業）、415（広告制作業）、416（映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業） 

大分類 K（不動産業、物品賃貸業）の小分類 693（駐車場業）及び中分類

70（物品賃貸業） 

大分類 L（学術研究、専門、技術サービス業） 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 75（宿泊業。ただし、➆

に掲げるものを除く。） 

大分類 N（生活関連サービス業、娯楽業）※ただし、小分類 791（旅行

業）を除く。 

大分類 O（教育、学習支援業） 

大分類 P（医療、福祉） 

大分類 Q（複合サービス事業） 

大分類 R（サービス業（他に分類されないもの））宗教等 

④小売業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 50 人以下 

常時使用する従業

員数が 50 人以下 

大分類 I（卸売業、小売業）の中分類 56 から 61 まで 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 76（飲食店）及び 77（持

ち帰り・配達飲食サービス業） 

⑤ゴム製品製造

業 

資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 900 人以下 

常時使用する従業

員数が 900 人以下 

大分類 E（製造業）の中分類 19（ゴム製品製造業）※ただし、自動車又

は航空機用タイヤ・チューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 

⑥ソフトウェア

業又は情報処

理サービス業 

資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

大分類 G（情報通信業）の中分類 39（情報サービス業）の小分類 391

（ソフトウェア業）及び小分類 392（情報処理・提供サービス業）の細

分類 3921（情報処理サービス業） 

⑦旅館業 資本金又は出資の総額が 5,000

万円以下又は常時使用する従業

員数が 200 人以下 

常時使用する従業

員数が 200 人以下 

大分類 M（宿泊業、飲食サービス業）の中分類 75（宿泊業）の小分類

751（旅館、ホテル） 

⑧その他 資本金又は出資の総額が 3億円

以下又は常時使用する従業員数

が 300 人以下 

常時使用する従業

員数が 300 人以下 

上記以外の全て 

※総務省統計局日本標準産業分類（H25.10 改訂）https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html 

２．次のいずれかに該当する中小企業団体等 

ア 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１８５号）第３条第１項に規定する中小企業団体（事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組 

合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会） 

イ 特別の法律によって設立された組合又は連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の３分の２以上が前項に該当する者であるもの（アに掲  

げるものを除きます。） 

３． 次のいずれかに該当する法人（会社・中小企業団体を除きます。） 

ア 常時使用する従業員の数が１００人以下の法人 

イ 常時使用する従業員の数が、第２条第１項の表において主たる業種毎に定められる基準を満たす法人 

 （設立根拠法がある法人の場合、主たる業種は当該設立根拠法に定めるところによるものとします。） 

４．ＰＣＢ廃棄物を保管している個人（個人で事業を営んでいる者は除きます。） 

 

第３条（軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物の範囲） 

 軽減措置の対象となるＰＣＢ廃棄物の範囲は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成１３年法律第６５号。以下「特別

措置法」といいます。）第２条第１項に規定するＰＣＢ廃棄物のうち、独立行政法人環境再生保全機構に関する省令（平成１６年環境省令第１１号）第２６条

第１号の表に掲げるものを除いたものとします。 

 

第４条（軽減率等） 

１．基金及び国庫補助金により軽減される処分費用の総額は、以下により算出されるものとします。なお、算定にあたっては、１円未満の額は切り捨てて計

算するものとします。 

ア 基金：第２条第１項、第２項又は第３項に規定する者（清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事

業者に該当しない者を除きます。）（ただし、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本計画に定める計画的処理完了期限内に、本制度の申込が完了した者、北

九州・大阪・豊田事業対象地域において保管するその高濃度ＰＣＢ廃棄物である安定器及び汚染物等に係る情報の登録を当社に行った者又は環境省地方

環境事務所に提出された継続保管物調査票における保管事業者等（以下「期限内申込者等」といいます。）に限ります。）にあっては、当社の処理料金表

に基づいて算出された額に１００分の２６を乗じて得た額 

イ 基金：第２条第１項、第２項若しくは第３項に規定する者のうち、清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人若しくは第２条第４項に規定する者  

（ただし、期限内申込者等に限ります。）、又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業者に該当しない者にあっては、当社の処理料金表に基づいて 

算出された額に１００分の５１を乗じて得た額 

ウ 国庫補助金：第２条に規定する者にあっては、当社の処理料金表に基づいて算出された額に１００分の４４を乗じて得た額 

 

２．基金により軽減される収集運搬費用及び漏えい防止費用（以下「収集運搬費用等」という。）の総額は以下により算出されるものとします。なお、算定に 

あたっては、１円未満の額は切り捨てて計算するものとします。 

ア 基金：第２条第１項、第２項又は第３項に規定する者（清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業  

者に該当しない者を除きます。）（ただし、期限内申込者等に限ります。）にあっては、収運契約に基づいて算出された額に１００分の７０を乗じて得た額 

イ 基金：第２条第１項、第２項若しくは第３項に規定する者のうち、清算中、特別清算中若しくは破産手続中の法人若しくは第２条第４項に規定する者

（ただし、期限内申込者等に限ります。）、又は特別措置法第２条第５項に規定する保管事業者に該当しない者にあっては、収運契約に基づいて算出された

額に１００分の９５を乗じて得た額  

３．中小企業者等が排出する一般廃棄物であるＰＣＢ廃棄物を処理しようとする市町村が軽減措置の対象となる場合は、基金及び国庫補助金により軽減され

る処分費用の総額並びに基金により軽減される収集運搬費用等の総額は、当該一般廃棄物の排出者が該当する中小企業者等の区分に応じて、第１項又は第

２項の規定により算出されるものとします。 

４．特段の定めがある場合を除き、保管者等は軽減措置の対象経費について、重複して他の補助金等の交付を受けてはならないこととします。 

５．第１項又は第２項に係る軽減措置を振込みにより行う場合は、予め指定された口座に、助成金から振込手数料を差し引いた額を振り込みます。 

 

第５条（申込の審査） 

 当社は申込を受けた場合には、第２条及び第３条に基づき審査を行い、基金に係る場合は機構の確認を得た上で、その結果を申込者に対して遅滞なく回答

するものとします。なお、申込書、添付書類及びこれらに記載された情報については、審査の目的の他には用いないことを約します。 

 

第６条（申込書に虚偽の記載等があった場合の原状回復措置） 

 本申込書に虚偽又は不正の記載があり、かつこれに基づいて軽減措置の適用の決定がなされた場合には、決定を取り消すこととします。また、この場合に

おいて契約の締結及び契約金額の入金がなされた場合には、契約を解除した上で再度契約締結の意思を確認させていただきます。さらに、この場合において

処分が全て完了しており収集運搬若しくは処理又はその両方に関する助成金の振込が完了している場合には、本制度の適用により軽減された合計額に、契約

金額が入金された日から起算した日数に法定の利息を附した額を請求いたします。 

 

第７条（申込の取下げ） 

 軽減措置の確認結果通知後、保管者等の諸事情により申込を取り下げようとするときは、当社へ連絡するものとします。 

 

第８条（確認結果通知の有効期間） 

中小企業者等軽減制度審査結果の有効期間については、「中小企業者等軽減制度審査結果の通知について（ご回答）」に記載された期日までとします。 

 

第９条（収集運搬費用の軽減措置に基づく助成金支払請求権発生時期及び弁済期と有効期間） 

収集運搬費用の軽減措置に基づくＰＣＢ廃棄物保管者の当社に対する助成金支払請求権（以下「当該債権」といいます）については、同保管者から当社への

ＰＣＢ廃棄物の引き渡し時点である、当社の処理施設へのＰＣＢ廃棄物（各助成金交付申請にかかるもののうちの全て）の搬入をもって発生するものとしま

す。ただし、当該債権の弁済を受けるには、中間処理終了後に、ＰＣＢ廃棄物保管者が当社に対し「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」を提出する必

要があります。また、当該債権の弁済期は、ＰＣＢ廃棄物保管者が提出した「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」の内容確認後に当社が通知する「中

小企業者等軽減制度交付額確定通知書」に記載する時期とします。 

中間処理終了日から 1 年以内に当社に対し「収集運搬完了報告書兼助成金支払請求書」を提出しない場合には当該債権は消滅します。 

 

第１０条（その他） 

 上記のほか、本規約に記載の無い事項については、保管者等と当社とが協議してこれを定めるものとします。 

なお、申込等書類に不備があった場合は、電話等により確認の上、当社において修正させていただく場合があります。 

 

附 則 

この規約は、令和４年６月１５日から施行します。 

  

https://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html

